
第１０９回城山地区まちづくり会議全体会結果 

 
 
 
 
 
 
 
１ 開  会 内山所長 

 

２ あいさつ 

  小島代表のあいさつの後、新任委員及び新任事務局職員の自己紹介が行われた。 

 

３ 報告事項 

  令和５年度地域活性化事業交付金事業の評価及び活動報告について 

   事務局より令和５年度地域活性化事業交付金事業の評価結果及び活動報告に

ついての報告がされた。 

 

４ 議  題 

（１）次期城山地区まちづくり会議の構成団体について 

   事務局より 4/12 に開催された「第８期城山地区まちづくり会議委員（有識者）

選考委員会」で選出された２名の候補者について報告がされ、満場一致で承認

され、今後正式に参加の依頼をすることとなった。 

 

（２）令和６年度地域活性化事業交付金申請事業に対する意見について 

   最初に、事務局から令和６年度相模原市地域活性化事業交付金制度の概要等

について説明を受けた。 

   続いて、申請事業ごとに申請者から事業概要の説明を受け、質疑応答の後、

当該事業に対するまちづくり会議としての意見を取りまとめた。 

                   

  ア 事業名：しろやま土曜寺子屋活動 
    団体名：しろやま土曜寺子屋実行委員会 

 （〇委員の意見・質問、●申請者の回答） 
   ≪主な意見・質問、回答≫  

○学校の学習の補修という意味合いが強いのか。 

●子どもたちが自由に勉強できる場所と時間を提供することで、学ぶ意欲や

楽しさを伝えるのが目的であり、補習という意味合いではない。 

〇会場は小学校となっているが、自治会館等を使うのも良いのではないかと

日 時：令和６年４月２５日（木） 
午後７時～午後９時５０分 

会 場：城山総合事務所本館２階Ｂ会議室 
出席者：１７名（欠席６名） 
傍聴者：２名 



思う。 

〇子どもの育成にとっても良いことだし、関わる地域の大人にとっても良い

ことだと思う。 

〇予算書の中で収入が地域活性化事業交付金のみとなっているが、本事業を

継続するために、資金調達はどのように考えているか。 

●現時点では地域活性化事業交付金以外の資金調達の目処は立っていないが、

今後ＰＴＡや自治会と連携して、予算面での援助をお願いする予定。 

〇参加者の人数制限などは行う予定か。 
●人数制限は行わず、参加希望の子どもは全員受け入れたいと考えている。 

〇基本的には学校の先生が出勤していない土曜に学校の施設を使うのは難し

い部分があると思うので、よく調整した上で実施した方が良い。 

〇参加者の集合場所や移動手段などの安全面に配慮してほしい。 
   

   ≪まちづくり会議としての意見≫ 

   ・４年目以降の資金調達方法を考えて、持続可能な事業にしてください。 

   ・学校施設を使用する場合は、学校と協議の上、実施してください。 

   ・参加者の安全に配慮して取り組んでください。 

 

イ 事業名：若葉台を含む城山地域の防災・減災プロジェクト 
    団体名：若葉台住宅を考える会 
                  （〇委員の意見・質問、●申請者の回答） 
   ≪主な意見・質問、回答≫ 
   ○初めは若葉台地区に声をかけて実施し、その後に対象地域を広げる予定か。 
   ●初めから城山地区全体に周知して参加を募る予定である。 
   ○講師謝礼が大きな支出になっているが、４年目以降の事業継続を考え、収

入面で新たに検討が必要である。 
   〇地域での広がりや今後の継続のためにも、若い担い手を育成することが必

要だと思う。 
   〇防災ネットワーク構築後の自立運営に向けた構想を３年間で考えてほしい。 
    
   ≪まちづくり会議としての意見≫ 

   ・自立した事業として継続できる計画を立ててください。 

   ・４年目以降の資金調達方法を考えて、持続可能な事業にしてください。 

    

ウ 事業名：みんなの津久井湖夏祭り 
    団体名：みんなの津久井湖夏祭り実行委員会 
                  （〇委員の意見・質問、●申請者の回答） 
   ≪主な意見・質問、回答≫ 



   ○城山地区ならではの、他のイベントとは違う企画等を考えてやっていただ

きたい。 
   ○若い人たちが中心になって行うイベントであり、地域の様々な活動の担い

手が高齢化していく中で、地域の繋がりが広がり若者の地域活動への参加

を促進すると思うので、今後も頑張ってほしい。 
   〇地域の繋がりができれば、災害時にも助け合いの精神で、このイベントの

出店者が食糧を提供するなどの活動が生まれる可能性があるので、ぜひ継

続して実施してほしい。 
   ●行政の福祉部門との連携も含め、様々な繋がりを作っていきたいと思う。 
   ○ケガ人が出た年もあったと記憶しているが、医療体制等はどのようになっ

ているか。 
   ●当日は救護の担当が常に会場の事務局ブースで待機している。 
   〇出店者に関して、毎年同じ出店者にならないような工夫をしたいとの話が

あったが、城山地区内の飲食店等の事業者に対しても積極的に出店を募っ

てほしい。 
   〇城山地区の魅力を深めて、外部に発信できるようなイベントにしてほしい。 
 
   ≪まちづくり会議としての意見≫ 

   ・出店者の募集に関して、市全体に周知する一方、城山地区からの出店者を

積極的に募集してください。 

   ・城山地区の魅力を発掘・発信できるイベントにしてください。 

       

  エ 事業名：しろやま☆おせっかい 
    団体名：城山地区まちづくり会議 高齢者とともに築き支える地域づくり 
        部会 

 （〇委員の意見・質問、●申請者の回答） 
≪主な意見・質問、回答≫  
○まちかどウォッチングについて、昨年度実施した中で実際に「おせっかい」

を行った実例などはあるか。 

●昨年度は地域を知る、地域の繋がりを作ることに重きを置いたため、実際

の実例はなかったが、今年度は実例や方法の紹介をして活動を広めたい。 

○本事業を継続するために、資金調達などの持続可能な計画を立てることが

必要である。 

●おせっかい風土を広め、根付かせるのが本事業の目的であるため、目的が

達成されれば資金調達をして事業を進める必要性はないと考えているが、

来年度以降の計画を検討していきたい。 

〇昨年度はウォーキングの活動に重きを置いていた印象があるが、今年度は

ウォーキング後のおせっかい実例紹介等の話し合いを重点的に行うのか。 



●その通りである。 
○現在はまちづくり会議の委員が主体で事業を実施しているため、今後の担

い手をどうするのか、考える必要がある。 

   

   ≪まちづくり会議としての意見≫ 

・４年目以降の実施方法を考えて、自立して継続できる事業にしてください。 

   ・持続可能な事業にするため、今後の事業の担い手を考えてください。 

 

  オ 事業名：あつまれ～ しろやまっこ！ 
    団体名：城山地区まちづくり会議 子どもたちの主体性を育む地域づくり 
        部会 

 （〇委員の意見・質問、●申請者の回答） 
   ≪主な意見・質問、回答≫  

○子どもは、どの年齢を対象にしているか。 

●小学校３年生から６年生を対象にする予定である。 

〇実際に実施するゲーム等の企画は、子どもたちに考えてもらう方が良いと

思う。 

〇イベントの開催は年に１回なのか。 
●現状では１回の予定である。城山地区子ども会育成連絡協議会と協力して

事業を実施する予定なので、城山地区子ども会育成連絡協議会が実施して

いる既存の別のイベントへの参加も検討したい。 
〇１２月の実施までに期間があるため、複数回の実施を検討してほしい。 
〇継続した事業にするためにも、城山地区子ども会育成連絡協議会と調整し

て事業計画を考えてほしい。 
 

   ≪まちづくり会議としての意見≫ 

   ・イベントの複数回開催を視野に、開催方法を検討してください。 

   ・子どもたちの意見を聞いて、実施するゲームについて検討してください。 

   ・持続可能な事業計画を考えてください。 

 

（３）城山地区で具現化していく取組について（部会検討） 

   予定されていた部会の検討について、時間の都合上、本日は行わないことと

し、次回の全体会終了後に行うこととなった。 

  
５ 閉  会 髙野副代表 
 

以 上   



番号 分野 団体名 役職等 委員氏名 出欠

1 城山地区自治会連合会（会長） 代表 小島　盛生 出席

2 城山地区自治会連合会（副会長） 部会長① 林　和博 出席

3 城山地区自治会連合会（副会長） 中野　秀人 出席

4 城山地区自治会連合会（川尻小学校区） 井上　貢一 出席

5 城山地区自治会連合会（湘南小学校区） 西川　正行 出席

6 城山地区自治会連合会（広陵小学校区） 安西　忠義 出席

7 城山地区自治会連合会（広田小学校区） 副部会長② 小原　貴弘 出席

8 城山地区社会福祉協議会 井上　章 出席

9 城山地区民生委員児童委員協議会 菅野　敬子 出席

10 城山地区シニアクラブ連合会 金子　宏夫 出席

11 城山ボランティア連絡会 副部会長① 宗田　眞理子 出席

12 城山地域包括支援センター 藤瀬　香理 出席

13 城山商工会 平栗　文夫 欠席

14 城山観光協会 桜井　かおる 出席

15 相模原法人会（津久井第１支部）

16 安全・安心まちづくり推進協議会城山支部 小野寺　義行 欠席

17 相模原市消防団北方面隊 田野倉　隆彦 欠席

18 城山公民館運営協議会 副代表 髙野　朝枝 出席

19 PTA連絡協議会城山ブロック協議会 田中　友紀 出席

20 城山体育振興協議会 長田　尚 欠席

21 城山地区小中学校長情報連絡会 井上　成子 欠席

22
特定非営利法人
城山スポーツ＆カルチャクラブめいぷる

片倉　理恵 出席

23 副代表 曽根　哲男 欠席

24 部会長② 金子　直美 出席

　　①は高齢者とともに築き支える地域づくり部会 出席者数 17人

　　②は子どもたちの主体性を育む地域づくり部会 欠席者数 6人

教育関係

    有識者

防犯・防災関係

第１０９回城山地区まちづくり会議出欠席者名簿

任期：令和4年4月27日～令和6年4月26日

地域関係

保健・福祉関係

産業・経済関係



第１０９回城山地区まちづくり会議 全体会次第 

 

日 時 令和６年４月２５日（木） 

午後７時から       

会 場 城山総合事務所本館 

２階Ｂ会議室  

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 報告事項 

  令和５年度地域活性化事業交付金事業の評価及び活動報告について   
 

ア 地域活性化事業交付金 事業採点結果 ・・・・・・・・・・・・・ 資料１－１ 
 

イ 地域活性化事業交付金 活動報告 ・・・・・・・・・・・・・ 資料１－２～４ 

 
４ 議  題 

 （１）次期城山地区まちづくり会議の構成団体について 

 

 （２）令和６年度地域活性化事業交付金申請事業に対する意見について 

              

  ア 地域活性化事業交付金制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・ 資料２－１ 

 

  イ 地域活性化事業交付金交付要綱 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料２－２ 

     

  ウ 地域活性化事業交付金申請事業に対する意見のとりまとめ方 

                             ・・・ 資料２－３・４ 

 

  エ 地域活性化事業交付金申請事業について ・・・・・・・・・ 資料２－５～１０  

 

 （３）城山地区で具現化していく取組について（部会検討） ・・・・・・・ 資料３・４ 

 

５ 閉  会 

 
 
 
 
 

 

＜次回の予定＞ 

第１１０回全体会 ５月３０日（木）午後 7 時 
城山総合事務所 

本館２階Ｂ会議室 

 



令和５年度城山地区地域活性化事業交付金　事業採点結果一覧表

地区名 城山地区

NO 事業名 団体名
継続
年数

公共性
(配点12点)

妥当性
(配点12点)

継続性
・自立性
(配点12点)

波及性
・発展性
(配点12点)

目標設定
(配点12点)

地域性
・独自性
(配点12点)

合計
(配点72

点)

評価
※１

総括コメント

1
しろやま☆おせ
っかい

城山地区まちづ
くり会議　高齢
者とともに築き
支える地域づく
り部会

2 9 7 6 7 5 10 44 B評価

　「しろやま☆おせっかい」の取組を継続するため
には、城山地区社会福祉協議会や城山地域包括
支援センター等の関係機関との協力・連携が必要
と考える。地域で取り組んでいる様々な活動と連携
を図り、城山地区に「おせっかい風土」が広く根づく
取組を期待する。

2
城山湖ヒルクラ
イムアタック雌
龍籠山ステージ

城山湖ヒルクラ
イム実行委員
会

3 9 8 7 7 10 11 52 B評価

　ヒルクライム競技の運営に関しては、地元関係団
体などの協力を得ることができ、イベントの定着度
が向上したものと考える。観客用送迎マイクロバス
の運行などの新たな試みを実施しており、今後の
事業の発展や観光振興に努めたことが評価でき
る。今後は、更なる認知度向上に努め、オリンピッ
クレガシーにおける自転車ツーリズムの普及を図
り、シティープロモーションの推進をさらに進めてほ
しい。

3
みんなの津久井
湖夏祭り

みんなの津久
井湖夏祭り実行
委員会

1 10 9 12 12 9 9 61 B評価

　地域の各種団体及びボランティアの協力により、
若い人が中心となって地域一体の事業運営がされ
ており、また、課題となっていた「安全の確保と渋滞
の回避」について、警備員やボランティアの配置
増、新たな駐車場の確保、シャトルバスの運行によ
り課題を解決し、今後の事業の発展や観光振興に
努めたことが評価できる。
　今後については、若い世代の方等の担い手の育
成をさらに充実させ、地域全体で盛り上げることに
より、地域コミュニティーの強化の一助となることを
期待するとともに、地域一体となった事業運営を継
続し、城山地区の魅力発信・知名度向上につなが
ることを期待する。

【評価方法】

A評価 65点～72点

B評価 29点～64点

C評価（交付終了） 0点～28点

資
料

１
－

１



 
令和５年度 地域活性化事業交付金 活動報告 

 
事業名：しろやま☆おせっかい 
団体名：城山地区まちづくり会議高齢者とともに築き支える地域づくり部会 

項 目 月 日 事業の具体的な内容 参加人員 

実施事業の

実績 

5 月 25 日 
城山地区まちづくり会議高齢者とともに築き支える地域づくり部会 
・まちかどウォッチングの内容、スケジュールの確認 

１０ 

7 月 22 日 川尻小学校区（原宿地区）まちかどウォッチング実施 ２０ 

7 月 27 日 

城山地区まちづくり会議高齢者とともに築き支える地域づくり部会 
・5/25 まちかどウォッチングの振り返り、次回まちかどウォッチン

グの内容・スケジュールの確認 
８ 

9 月 23 日 広田小学校区（町屋地区）まちかどウォッチング実施 １５ 

11 月 30 日 

城山地区まちづくり会議高齢者とともに築き支える地域づくり部会 
・9/23 まちかどウォッチングの振り返り、次回まちかどウォッチン

グの内容・スケジュールの確認 
９ 

12 月 9 日 湘南小学校区（小倉地区）まちかどウォッチング実施 ２１ 

1 月 25 日 

城山地区まちづくり会議高齢者とともに築き支える地域づくり部会 
・12/9 まちかどウォッチングの振り返り、次回まちかどウォッチン

グの内容・スケジュールの確認 
９ 

1 月 27 日 広陵小学校区（城山・谷ヶ原地区）まちかどウォッチング実施 ３２ 

3 月 21 日 

城山地区まちづくり会議高齢者とともに築き支える地域づくり部会 
・1/27 まちかどウォッチングの振り返り 
・次年度の取組検討 

８ 

事業実施に

より得られ

た効果 

城山地区内の様々な地区でまちかどウォッチングを実施し、まちづくり会議（部会）で検

討してきた、地域を知り人と繋がることで目配りや気配りを行う、ゆるやかな見守りの気風

のきっかけとなった。 
また、まちづくり会議委員や協力者によるエリア内全戸チラシ配布を行ったことにより、

まちかどウォッチングに参加しなかった人に対しても、広く啓発をすることができた。参加

者同士のコミュニケーションも行われ、地域の繋がりの一助となった。 

実施事業に

対する自己

評価 

事業を実施した４地区各々に自治会、民生委員等、協力参加者が力となり呼びかけ、コミ

ュニケーションの繋ぎ役としての積極的な行動が、今後事業を進める地域力となることを感

じた。 
 まちのいろいろな表情（風景）をながめながら、周囲への声かけと併せて、目配り・気配

りによる異変の有無の確認などを通じて“おせっかい風土”への種蒔きができたことを実感

し、これからさらに根づき広まっていくと確信している。 

資料１－２ 



 

次年度以降

の展望等 

今後は、地区内の各種団体との連携を強化し、子どもたちも理解して興味と関心を持って

もらえるような企画を考え、城山地区におせっかい風土がさらに広く根づくような取組を検

討していきたい。 
また、個々の気付きを活かすため、横の繋がりがスムーズにいく仕組みを作り、周知した

い。 



活 動 写 真 

 
まちかどウォッチング（川尻小学校区）原宿地区 

                      

                         
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



まちかどウォッチング（広田小学校区）町屋地区 

  
 
まちかどウォッチング（湘南小学校区）小倉地区 

                  

     
                            



まちかどウォッチング（広陵小学校区）城山・谷ヶ原地区 

                   

                   

                    

チラシ 

  
                   

 



 
令和５年度 地域活性化事業交付金 活動報告 

 
事業名：城山湖ヒルクライムアタック雌龍籠山ステージ 
団体名：城山湖ヒルクライム実行委員会  

  

項 目 月 日 事業の具体的な内容 参加

人員 

 

６月 26 日 第１回実行委員会（開催等内容の決定） 12 

７月 25 日 第２回実行委員会（役割分担の決定／実行予算審議） 12 

８月 29 日 第３回実行委員会（当日スケジュール、各担当進捗状況報告） 12 

９月 26 日 第４回実行委員会（ボランティア説明会について） 11 

10 月 27 日 ボランティア参加者説明会 11 

10 月 27 日 第５回実行委員会（当日運営について） 50 

11 月 7 日 第６回実行委員会（運営、備品、スケジュール等最終確認） 10 

11 月 11 日 前日準備（会場設営、備品等の運搬） 25 

11 月 12 日 

大会当日 

エントリー：118 名（出走 105 名） 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ 77 名、実行委員 12 名 
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12 月 12 日 第７回実行委員会（大会総括） 9 

事業実施

により得ら

れた効果 

男性 107 名 女性 11 名（神奈川県 74 名 近郊県 44 名）のエントリーがあり、地域団体（自治会、観光

協会、商工会等）や個人ボランティアの協力により、地域一体となった事業として開催することができ

た。また、第４回を迎えることにより参加リピーターも約 50％おり、参加者からの評価も高く自転車ロー

ドレースとしての認知が高まり、城山地域の魅力発信の良い機会となった。 

本大会を通じて、自転車競技をＰＲし、シティープロモーションの推進やシビックプライドの醸成につ

なげられたものと考えている。 

実施事業

に対する

自己評価 

・ボランティア 77 名（自治会、観光協会、商工会等、個人）が参加することで地域一体となった事業運

営を行うことができた。 

・大会の状況をリアルタイムで会場にアナウンスすることで、観戦者と選手が一体となって盛り上げるこ

とができた。 

・麓（城山総合事務所）から山頂（城山発電所）まで観客送迎用無料マイクロバスを運行し、観戦しや

すい環境を整えた。 

・ドクターや救急救命士を配置し、緊急時に対応できる医療体制をとり、万が一の場合に備え、参加

者やボランティアの安心・安全を図ることができた。 

・城山湖周辺を会場とすることで、自然環境や観光資源をはじめとする魅力を発信することができた。 

次年度以

降の展望

等 

・参加者の増加、協賛企業等の支援、効率的運営による費用削減等を推進し、補助金を活用しない

効果的な開催を進めていきたい。 

・本ロードレースをきっかけにロードバイクで継続的に訪れるような自転車ツーリズムの普及につなげ

たい。 

資料１－３ 











 
令和５年度 地域活性化事業交付金 活動報告 

 
事業名：みんなの津久井湖夏祭り 
団体名：みんなの津久井湖夏祭り実行委員会 

 

項 目 月 日 事業の具体的な内容 参加人員 

実施事業の

実績 

2 月 8日 準備委員会 15 
3 月 8日 第１回実行委員会（役員選出、実行委員の役割分担) 25 
4 月 5日 第 2 回実行委員会（各実行班の役割と各班の計画書作成） 23 
5 月 10 日 第 3 回実行委員会（各実行班の役割分担と活動計画の検討) 25 
６月 14 日 第 4 回実行委員会（共催・後援団体への依頼、協賛金のお願い） 22 
7 月 5日 第 5 回実行委員会（各実行班による活動計画の推進状況） 23 
７月 19 日 第６回実行委員会（各実行班による活動計画の推進状況） 22 
７月 28 日 出展者・ボランティア説明会 40 
８月 4日 第７回実行委員会（各実行班の当日の準備状況） 24 
８月 9日 第 8 回実行委員会（最終確認) 20 
8 月 11 日 みんなの津久井湖夏祭利(イベント) 8500 
8 月 12 日 みんなの津久井湖夏祭り（みんなでゴミ拾い） 51 
9 月 29 日 第 8 回実行委員会(反省会) 16 

事業実施に

より得られ

た効果 

① 昨年度の「第 1 回みんなの津久井湖夏祭り」の来場者 5,000 人に対し、今回は 8,500 人と

大幅に増加した。また、知名度が上がってきたことにより城山地区以外の来場者の増加が

目立った。 
② 昨年度と比べ実行委員が 20 名から 30 名に、ボランティア数も 50 名から 95 名と大幅に

増え、その中心が 20～30 代でイベント開催の大きな力となった。 
③ 昨年の「第 1 回みんなの津久井湖夏祭り」では予想以上の入場者のため交通渋滞を起こし

迷惑をかけてしまい、その反省として「イベントの安全と交通渋滞回避」を目標にかかげ、 
警備員の倍増や危険個所へのボランテアの配置そして駐車場の確保や川尻小学校と広陵

小学校から相模原城山高校前までの定期シャトルバスを運行によって無事故・無渋滞を実

現できた。 
④ イベントを持続可能なものとするために広く事業者や個人の協賛をつのり、昨年の 21 社

(人)から 97 社(人)と大幅に増加し、計画通り花火も打ち上げることが出来た。 

実施事業に

対する自己

評価 

出店数やイベント数の倍増、花火の打ち上げもあり前回をはるかに超える 8,500 人の来場が

有り、会場は終始盛り上がりを見せた。また前回の最重要課題であった「安全の確保と渋滞

の回避」については無事故・無渋滞を達成できた。また、実行委員やボランティアスタッフ

の充実により新たな企画として「ランタン・キャンドル night」やビンゴゲーム、キッズダン

ス等により楽しんでいただけたと思われる。知名度が上がってきたことにより協賛していた

だいた会社(人)が大幅に増え、将来本事業が自走できる足掛かりを作ることが出来た。 

次年度以降

の展望等 

「みんなの津久井湖夏祭り」にもあるように本イベントが沢山の人の手で計画され､実施され

る幅広い年齢層による手づくりの地域に根差したイベントとして成長してきている。今年度

は 70 名のボランティアの学生と 25 名地域ボランティア協力があった。地域住民・企業に加

え、高校生や中学生を巻き込んだイベントとなるよう来年度は進めて行く計画である。城山

地区の歴史・文化そして豊かな自然を紹介しそれを生かした特徴のあるイベントとなること

を引き続き目指して行きたい。 

資料１－４ 























1 
 

相模原市地域活性化事業交付金制度の概要 

 

１ 趣 旨 

地域活性化事業交付金とは、幅広い層の市民の参加及び協働による地域の活性化

を目指し、市民が自主的な課題解決に取り組む事業に対して交付するものです。 

 

２ 対象事業 

この交付金は、城山地区の活性化に資すると認められる次の事業に対して交付し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 優先的な交付対象事業 

城山地区において課題となっている事項の解決に資すると認められる事業で、次

のような視点を持つ事業については、優先的な交付対象事業として取り扱います。 

 

① 地域の防災･防犯に関する事業 

② 地域の保健･健康づくりの増進に関する事業 

③ 地域福祉の増進に関する事業 

④ 産業や観光の振興に関する事業 

⑤ 環境の保護･保全に関する事業 

⑥ 青少年の健全育成に関する事業 

⑦ 地域の文化･伝統の振興に関する事業 

⑧ 生涯学習に関する事業 

⑨ 地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業 

⑩ 区が推進する重点事業 

⑪ その他地域のコミュニティづくりを目的とし、区長が特に認める事業 

○ 自治会への加入促進 

○ 地域における公共的な活動の担い手育成 

○ 公共的な活動への参加者増加 

○ 地域の公共的な活動団体間の連携強化 

○ まちづくり会議が提示した地域課題の解決 

資料２－１ 
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（注）次の事業は交付対象となりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 申請者の要件 

交付金の申請者は、原則として交付金の趣旨に合致する事業を行う５人以上の構

成員で組織される団体とします。 

 

５ 事業の実施期間 

事業の実施期間は、当該年度の４月１日から翌３月末までです。 

同一の事業に継続して交付する場合については、３年を限度とします。 

 

６ 交付対象経費 

交付金の交付対象経費は次のとおりです。 

○ 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業 

○ 交付申請を行う年度において、相模原市が実施する他の補助制度等の対象とな

る事業 

○ 政策提案又は講座等の開催を主たる目的とする事業 

○ 調査、研究を主たる目的とする事業（地域の活性化に資する事業に繋がる計画

があるものを除く） 

○ 第三者への事業促進を求める事業 

○ 上記に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める事業 

① 事業に要する消耗品費、郵便代等の通信費、印刷製本費等 

② 事業を行う上で必要な食糧費（交付対象者の構成員に対するものを除く)、備品

購入費、施設使用料、備品借上料等 

③ 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等 

④ 事業を行う上で必要な委託費等 

⑤ イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等 

⑥ 講演会等の講師に対する報償費 

⑦ 研修会の旅費等、研修に要する経費（交付対象者の構成員個人の資質向上に対

するものを除く) 

⑧ その他事業遂行に必要な経費であって区長が必要と認めるもの 
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７ 交付率 

交付金の交付率は、対象経費の１０分の１０以内とします。ただし、備品（物品

等で１件１万円を超えるの財産）にかかる経費の交付率は３分の２以内とします。 

 

８ 審査 

申請事業の審査は、城山まちづくりセンターが審査基準に基づき行います。 

審査にあたっては、まちづくり会議の意見を伺います。 

【審査基準】 

 
項 目 内 容 

１ 事業目的や内容の公共性 ・地域課題の解決や地域の活性化に資する事業か 

２ 事業内容の妥当性 
・事業内容が現実性のあるものか 
・事業計画のスキームが適切か 
・事業収支が事業を遂行する上で適正か 

３ 団体の事業実施能力 ・事業を実施する能力や主体性があるか 

 同一の事業で２年目・３年目となるものは上記のほか次の項目も加え、審査します。 

４ 事業の継続性や発展性 
・事業の継続性や発展性があるか 
・これまでの取組みの成果が生かされているか 

５ 他の団体への影響 
・他の団体へ活動を促すなど、良い波及効果を 

与えるような事業か 

 

９ 交付決定 

審査結果に基づき、予算の範囲内で交付対象事業及び交付額を決定します。 

 

10 実績報告 

  事業終了後に、実績報告書を提出していただきます。 

  また、実施事業の実績については、市の公式ホームページに掲載します。 
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公共性
事業目的や

内容の公共性

・解決すべき地域課題（事業目的）は明確だったか。
・設定した事業目的は、地域のニーズにマッチしていたか。
・第２条第２項（優先的な対象事業）の視点を取り入れた事業であったか。

妥当性
事業内容や

支出の妥当性
・地域課題解決（事業目的達成）のための事業内容は妥当であったか。
・支出は明瞭かつ妥当であったか。

継続性・自立性
団体の自立性や

事業の継続性、発展性

・事業を継続・発展させていくのに必要な人材を有しているか。
・事業が主体的に実施されたか。
・事業の継続に向けた自己資金の確保や事業資金調達など、自立に向けた取組が実施されたか。

波及性・発展性
事業の発展や

他の団体へ与える
良い影響

・他団体の活動を促すなど、良い波及効果を与えるような事業となったか。
・地域課題の解決に向けた新たな手法や新たな担い手を生み出すなど、事業の発展が見込まれる
か。

目標設定 目標達成度 ・設定した目標（地域課題の解決）を達成することができたか。

区独自の視点 事業の地域性や独自性
・区別計画に掲げる目的に沿った内容であったか。
・地域特性や地域資源を生かした事業であったか。
・事業目標達成のために、独自の工夫が見られたか。

項目 内容 評価の視点

 

11 評価の実施 

  事業終了後に、次年度の交付決定の参考とするため評価を行います。 

 

【評価基準】 



 

   相模原市地域活性化事業交付金交付要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、幅広い層の市民の参加及び協働による地域の活性化を目指し、

市民が自主的な課題解決に取り組む事業に対して交付する地域活性化事業交付金

(以下「交付金」という。)の交付について、相模原市補助金等に係る予算の執行

に関する規則(昭和４５年相模原市規則第２３号。以下「規則」という。)に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(対象事業) 

第２条 交付金は、別表第１に掲げる事業で、かつ、相模原市まちづくり区域に関

する規則(平成２２年相模原市規則第１２号)に定める区域(以下「地区」という。)

を単位に実施される各地区の活性化に資すると認められる事業に対して交付する。  

２ 前項に規定する事業のうち、次に掲げる視点を持つものについては、優先的な

対象事業として取り扱う。  

（１）自治会への加入促進  

（２）地域における公共的な活動の担い手育成  

（３）公共的な活動への参加者増加  

（４）地域の公共的な活動団体間の連携強化  

（５）まちづくり会議が提示した地域課題の解決  

３ 第１項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、交付対象としない。  

（１）政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする事業  

（２）交付申請を行う年度において、相模原市が実施する他の補助制度等の対象と

なる事業  

（３）政策提案又は講座等の開催を主たる目的とする事業  

（４）調査、研究を主たる目的とする事業。ただし、地域の活性化に資する事業に

繋がる計画があるものを除く。  

（５）第三者への事業促進を求める事業  

（６）前各号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める事業 

(対象団体) 

第３条 交付金の交付を受けることができるものは、交付金の趣旨に合致する事業

を行う５人以上の構成員で組織される団体とする。ただし、区長が必要と認める     

場合には、この限りでない。 

資料２－２ 



 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、交付金の交付を受けることがで

きない。 

（１）相模原市暴力団排除条例(平成２３年相模原市条例第３１号。以下「条例」と

いう。)第２条第２号に規定する暴力団 

（２）法人のうち、代表者又は役員のうちに条例第２条第３号に規定する暴力団員

(以下「暴力団員」という。)に該当する者があるもの 

（３）法人格を持たない団体のうち、代表者が暴力団員に該当するもの 

３ 区長は、必要に応じ、申請者又は第８条の規定により補助金の交付の決定を受

けたものが前項各号のいずれかに該当するか否かについて、神奈川県警察本部に

対して確認を行うことができる。この場合において、市民等からの通報及び公に

されている個人情報を除き、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部に提

供するときは、本人の同意を得なければならない。 

(対象経費) 

第４条 交付金の対象となる経費は、別表第２に掲げる経費とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、交付対象としない。  

（１）用地取得費  

（２）前号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める経費 

(交付年限) 

第５条 同一の事業に継続して交付する場合は、３年を限度とする。 

(交付金額等) 

第６条 交付金の交付及びその金額は、交付対象となる事業毎に、予算の範囲内で

これを決定し交付する。 

２ 前条に規定する交付金の交付率は、交付対象経費の１０分の１０以内とする。

ただし、事業の遂行上必要な物品その他の財産であって金額が１万円を超えるも

のの交付率については、３分の２以内とする。 

３ 前項の規定により算出した交付金の額に千円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てるものとする。 

(交付申請)  

第７条 交付金の交付を受けようとする者は、地域活性化事業交付金交付申請書(第

１号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

（１）地域活性化事業計画書 



 

（２）収支予算書 

（３）団体概要調書 

（４）補助金等概要調書 

（５）団体構成員名簿 

(決定及び通知) 

第８条 区長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる地区のまちづくり

会議の意見を聴くものとする。ただし、緊急の場合及びやむを得ない事情等があ

ると区長が認める場合は、この限りでない。  

２ 区長は、前項の規定によるまちづくり会議の意見を踏まえ、別に定める基準に

基づき審査を行い、交付金の交付の決定をしたときは、地域活性化事業交付金交

付決定通知書(第２号様式)により、不交付の決定をしたときは、地域活性化事業

交付金不交付決定通知書(第３号様式)により、申請者に通知するものとする。 

(計画変更) 

第９条 交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、交付対象事業の計

画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、遅滞なく地域活性化事業交付金変

更承認申請書(第４号様式。以下「計画変更承認申請書」という。)を区長に提出

しなければならない。 

２ 区長は、前項の計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、変

更を承認するときは、地域活性化事業交付金変更承認決定通知書(第５号様式)に

より、承認しないときは、その旨を交付対象者に通知するものとする。  

(実績報告) 

第１０条 交付対象者は、事業の終了後速やかに地域活性化事業交付金実績報告書

(第６号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。  

（１）収支決算書 

（２）補助事業等実績調書 

（３）対象経費に係る領収書等の写し 

（４）写真その他事業の実施について確認できる書類 

(交付額の確定) 

第１１条 区長は、前条の地域活性化事業交付金実績報告書の提出があった場合は、

その内容を審査し、適正と認めるときは、速やかに交付金の額を決定するものと

する。  



 

(交付金の交付) 

第１２条 交付金は、前条の規定により交付すべき交付金の額を確定した後に支払

うものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、概算払をするこ

とができる。  

２ 交付対象者は、前項の規定により交付金の支払を受けようとするときは、地域

活性化事業交付金交付請求書(概算払用)(第７号様式)又は地域活性化事業交付金

交付請求書(第７号の２様式)を区長に提出しなければならない。  

３ 交付対象者が第１項の概算払により、交付金の交付を受けた場合には、事業完

了後に、地域活性化事業交付金精算書(第８号様式)を提出しなければならない。  

(財産の管理及び処分) 

第１３条 交付対象者は、当該交付事業が完了した後も、交付事業により取得した

備品等(以下「財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、

交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。 

２ 規則第２３条第２号に規定する市長が指定するものは、取得金額が１０万円以

上の財産とする。  

３ 規則第２３条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年

数等に関する省令(昭和４０年大蔵省令第１５号)に定められている期間とする。 

４ 区長は、交付対象者が規則第２３条に違反したときは、交付対象者に対して、

当該違反に係る財産の返還を求めることができる。  

(事業報告) 

第１４条 交付対象者は、事業の成果等を広く市民に周知するため、区長から求め

があったときは、区長が開催する報告会において、事業成果の報告を行うものと

する。 

(事業評価) 

第１５条 区長は、事業の終了後、別に定める基準に基づき評価を行うものとする。 

(要綱の見直し) 

第１６条 この要綱は、社会情勢、市の財政状況及び事業の実施状況等を鑑み、３

年ごとに見直すものとする。 

(委任) 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。 

附 則 



 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行し、平成３１年度分の交付金の精算か

ら適用する。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ この要綱の施行の日から令和４年３月３１日までの間においては、改正前の第

５条第２項及び第６条第３項に規定する交付金の交付年限の特例に係る規定は、

なお効力を有する。 

附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  



 

別表第１(第２条関係) 

交付対象事業 

１ 地域の防災･防犯に関する事業 

２ 地域の保健･健康づくりの増進に関する事業 

３ 地域福祉の増進に関する事業 

４ 産業や観光の振興に関する事業 

５ 環境の保護･保全に関する事業 

６ 青少年の健全育成に関する事業 

７ 地域の文化･伝統の振興に関する事業 

８ 生涯学習に関する事業 

９ 地域及び地域活動の情報発信及び広報に関する事業 

１０ 区が推進する重点事業 

１１ その他地域のコミュニティづくりを目的とし、区長が特に認める事業 

 

別表第２(第４条関係) 

交付対象経費 

１ 事業に要する消耗品費、郵便代等の通信費、印刷製本費等 

２ 事業を行う上で必要な食糧費(交付対象者の構成員に対するものを除

く。)、備品購入費、施設使用料、備品借上料等 

３ 事業を行う上で必要な施設等の光熱水費等 

４ 事業を行う上で必要な委託費等 

５ イベント等の開催時に掛ける保険料、警備費等 

６ 講演会等の講師に対する報償費 

７ 研修会の旅費等、研修に要する経費(交付対象者の構成員個人の資質向上

に対するものを除く。) 

８ その他事業遂行に必要な経費であって区長が必要と認めるもの 

 

 

 

 

 



地域活性化事業交付金申請事業に対する意見のとりまとめ方 

 

１ 意見を伺う事業について 

  今回意見を伺う事業については、予め城山まちづくりセンターにおいて、「相模原市補助

金等に係る予算の執行に関する規則」及び「相模原市地域活性化事業交付金交付要綱」に

基づき申請書及び添付書類を点検し、同規則及び同要綱に適合した事業であることを確認

しております。 

委員の皆さんからは、概ね次のような視点から事業に対する意見をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 意見のとりまとめの流れについて 

 

（１）関係委員の退室 

申請事業の関係委員は、当該事業に対して意見を述べることができないので、一時退

室していただきます。 

 

（２）時間配分 

１事業あたりの時間配分は、継続事業 1５分（説明５分・質疑応答５分、意見のとり

まとめ 5 分）程度、新規事業 2５分（説明１０分・質疑応答１０分、意見のとりまとめ

5 分）程度を目安としてください。 

 

（３）意見のとりまとめ方 

 

① 事業ごとに申請者から事業の説明を受け、質疑応答を行います。質疑応答が終了した

後、申請者の方は退室（関係するまちづくり会議委員も退出）しますので、質問漏れ等

がないようご留意ください。 

 

② 申請者の方が退室した後、委員の皆さんから事業に対する意見をお伺いします。 

 

③ 委員の皆さんから出された意見を、まちづくり会議の意見としてまとめ上げていただ

きます。例としては次のようなものが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

３ とりまとめていただいた意見について 

まちづくり会議での意見を踏まえ、城山まちづくりセンターにおいて、地域活性化事業

交付金審査基準（裏面参照）に基づき審査を行い、交付金の交付（不交付）決定を行いま

す。 

また、まちづくり会議での意見は申請者の方にお伝えする他、市の公式ホームページ（城

山地区まちづくり会議「会議結果報告」）に掲載します。 

・地域の活性化に寄与する事業か 

・地域課題の解決に取り組む事業か 

・事業内容が地域の特性を生かした事業か 

・地域で類似する事業が実施されていないか 

・事業に協力することができるか 

・事業をより良くするために工夫できることがあるか ……など 

・関係団体（自治会など）との連携を図りながら事業を進めてください 

・多くの方が参加できるよう、ＰＲに力を入れて事業を進めてください 

・事業の結果についても広く周知を図ってください 

・次年度以降は自主財源で実施していけるようなプランを検討してください …など 

資料２－３ 



（地域活性化事業交付金交付要綱第８条第２項関係）

地域活性化事業交付金審査基準（1年目）

1 事業目的や内容の公共性 ・地域課題の解決や地域の活性化に資する事業か。

2 事業内容の妥当性
・事業内容が現実性のあるものか。
・事業計画のスキームが適切か。
・事業収支が事業を遂行する上で適正か。

3 団体の事業実施能力 ・事業を実施する能力や主体性があるか。

地域活性化事業交付金審査基準（２年目・３年目）

1 事業目的や内容の公共性 ・地域課題の解決や地域の活性化に資する事業か。

2 事業内容の妥当性
・事業内容が現実性のあるものか。
・事業計画のスキームが適切か。
・事業収支が事業を遂行する上で適正か。

3 団体の事業実施能力 ・事業を実施する能力や主体性があるか。

4 事業の継続性や発展性
・事業の継続性や発展性があるか。
・これまでの取組みの成果が生かされているか。

5 他の団体への影響 ・他の団体へ活動を促すなど、良い波及効果を与えるような事業か。

№ 内容 審査の視点

№ 内容 審査の視点

 

 

 

 



 

意見のとりまとめ例 

 

・段階的に自立、発展、充実が図られるような事業形成を

めざしてください。 

・４年目以降も事業が継続できるように自主財源の確保が

できる事業計画にしてください。 

・城山地区の多くの住民が参加できるよう城山地区内への

広報・PR を強化してください。 

・メディアやＳＮＳ等を活用し、城山地区のＰＲ・情報発

信に取り組んでください。 

・実施にあたっては、関係機関と十分調整・連絡を図って

ください。 

・安全面には十分配慮して実施してください。 

・開催時間等、より多くの人が参加しやすい環境を検討し

てください。 
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（単位：円）

№ 事業名 団体名 代表者 新規・継続の別 総事業費 申請額

１ しろやま土曜寺子屋活動 しろやま土曜寺子屋実行委員会 代表　髙野　良彦 新規 331,000 331,000

２
若葉台を含む城山地域の防災・
減災プロジェクト①

若葉台住宅を考える会 代表　柳井　正晴 新規 400,000 300,000

３ みんなの津久井湖夏祭り みんなの津久井湖夏祭り実行委員会 実行委員長　宮嵜　太樹 継続2年目 3,085,000 400,000

４ しろやま☆おせっかい
城山地区まちづくり会議
高齢者とともに築き支える地域づくり部会

部会長　林　和博 継続3年目 160,000 160,000

５ あつまれ～ しろやまっこ！
城山地区まちづくり会議
子どもたちの主体性を育む地域づくり部
会

部会長　金子　直美 新規 108,000 108,000

4,084,000 1,299,000

令和６年度　地域活性化事業交付金　申請事業一覧表　【城山地区】
資
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資料 ２－ ６

事　業　名

申　請　者

総 事 業 費 交付金申請額

事業実施の背景
や地域の現状と

課題

事業の目的

事 業 内 容

事　　業
スケジュール

R5年4月

R5年6月
R5年9月
R5年12
月
R6年2月
R6年3月
R6年5月
R6年6月

次年度以降の
事業計画及び

事業展望

交 付 金 の
対 象 事 業

重 点 項 目

費　目 説　明 費　目 金　額

市交付金 報償費 240,000

消耗品費 30,000

印刷製本費 30,000

通信費 10,000

使用料 21,000

合　計 合　計 331,000331,000

公民館会議室使用料

支　出　の　部

切手、封筒代

図書券500円×10人
　　　×48回

用紙、筆記用具等

331,000

331,000

　子どもたちが学校での学習を通して、もっと広く深く学習してみたいと思ったり、逆に
苦手意識を持つようになったりしていると思われる。
そこで、小学校時代という早い段階から地区内のそういう子どもたちに対して、地域の大
人たちができる支援に取り組みたい。
また、地縁的なつながりや共通の価値観が希薄化しており、地域のコミュニティづくりの
必要性が高まっている。

新規

青少年の健全育成に関する事業（要綱第２条第１項別表第１－６該当）

活動周知案内等用紙
代、インク代

地域における公共的な活動の担い手育成 （要綱第２条第２項第２号該当）

収　入　の　部

ボランティア組織の立ち上げ
活動内の目的や内容の検討など
城山地区内の小学校へ趣旨の説明及び依頼
ボランティア活動の周知等の検討
城山地域情報誌への活動の周知等原稿掲載依頼
城山地域情報誌に活動の周知及び協力者募集の記事掲載
相模原城山高等学校へボランティア協力への依頼
城山地区内の小学校へ児童及び保護者あて案内配付依頼
毎土曜午前中２時間ボランティア活動スタート
※２か月ごとにボランティア活動について振り返り
※年度末に次年度に向けての活動の検討

令和６年度　地域活性化事業交付金　申請事業概要シート

　基本的には、実行委員会が中心になってボランティア活動を継続展開していく。活動が
軌道に乗るようであれば、地域の青少年団体等とも連携協力を検討していきたい。
　また、それぞれの学校のPTA組織と連携できる範囲で連携、協力を図るようにしたい。で
きれば、地域の学校ごとにそれぞれ学習する会場にしてこのボランティア活動を発展さ
せ、展開できるとよいと考えている。

　地域の子どもは地域で育てるという考えのもとに、地域の子どもたちが進んで学習しよ
うとする場と機会を提供し、地域の大人たちが子どもたちに寄り添いながら学習の支援を
するという具体的な活動を通して、子どもたちと子どもたちに寄り添う大人たちとのコ
ミュニケーションづくりをする。また子どもに寄り添う大人同士のコミュニケーションづ
くりなど、希薄になっていると言われている地域の絆づくり、人と人との関係性、すなわ
ち地域のコミュニティづくりを促進することを事業の目的とする。

しろやま土曜寺子屋活動

331,000

説　明

しろやま土曜寺子屋実行委員会

　城山地域内の小学校や公民館などを会場にして、毎週土曜の午前中２時間程度、地域の
大人（城山に在住または通勤、通学している高校生以上の人）が子どもたちに寄り添って
学習を支援していくものであり、学校教育に関する学習に加え、地域の文化・伝統を学ぶ
機会を設け、地域への愛着心を育てる。

代表　髙野　良彦

金　額















資料 ２－ ７

事　業　名

申　請　者

総 事 業 費 交付金申請額

事業実施の背景
や地域の現状と

課題

事業の目的

②秋の防災講座・ワークショップ「のむ・くう・だす」
場所：若葉台自治会館
対象：親子～高齢者まで
内容：生き残るための水の確保、災害時の上下水問題、非常食体験、非常時のトイレ処理方
法やトラブルなど、のむ・くう・だすをテーマにした防災講座・ワークショップを実施す
る。非常食体験では、いろいろなアレンジレシピや食材を食べ比べ、ローリングストックを
学ぶ。また、紙食器づくりやペットボトルスプーンなども体験し、食とトイレの備えをして
もらう。

　本年度は、春・秋の年２回の防災イベント、講座＆ワークショップを地域内外の多様な団
体や専門家と協働実施します。３．１１東日本大震災や能登半島大地震などの体験談や写真
パネルに加え、多世代が参加できる防災×あそび、時系列（災害発生・脱出・避難・避難場
所・避難所生活など）による様々な体験型の防災ワークショップ、身近なモノをつかった衣
食住の防災サバイバル術や０次・１次・２次の備えや地域資源などを学びあいます。
　また、その過程で、地域内外の防災コミュニティやネットワークづくりも行います。

①春の防災イベント「あそぼうさい」
場所：若葉台小栗公園
対象：親子～高齢者まで　＊主に５才～12才の子どもと家族
内容：知識だけでなく、「やっている！やったことがある！」体験型の防災ワークショップ
を実施する。地域内外の多様な団体や専門家連携し、あそび場と防災を組み合わせ、子育て
世代や子どもたちが参加しやすいイベントにする。また、参加者にＬＩＮＥ登録してもら
い、今後の情報発信をしていく。
【ワークショップ例】
・太陽光発電について学ぼう！備えよう！
・非常用簡易トイレを実際に使ってみよう！
・ペットボトルや段ボール、紙や袋など身近なモノでサバイバル！
・体をつかった防災あそび(じじじ地震だゲーム)　など

事 業 内 容

令和６年度　地域活性化事業交付金　申請事業概要シート

若葉台を含む城山地域の防災・減災プロジェクト① 新規

若葉台住宅を考える会 代表　柳井　正晴

400,000 300,000

　城山地区は地域住民の防災意識がまだ高いとは言えず、現状では災害時に生き残るための
行動や助け合うためのつながりがつくれていないのが現状です。
　さらに、高齢化率が約６０％の若葉台地域においては、多世代の防災コミュニティづくり
や防災意識の向上に加え、個々にあわせた避難計画の策定、地域内外の防災ネットワークづ
くり、そして次世代の担い手の育成が急務です。
　そこで、能登半島大地震発生を教訓と捉え、専門家による防災・減災対策として実践型の
学ぶ場(講座やワークショップ)を設けます。そこで過去に起きた被災地支援を行った経験や
情報を得る事で、生き残るための知識や知恵、技を身につけると共に地域内外の防災ネット
ワークづくりと地域の防災力の向上をはかります。
　未来に起きる可能性が高い関東直下型大地震や豪雨災害の被災による「死者０」を目指
し、子育て世代～高齢者までの多世代で防災・減災を学ぶ機会をつくります。

　多世代向けの防災イベントや講座・ワークショップを通じて、住民ひとりひとりが“「も
しも」から「いつでも」の備え”をしてもらい、地域全体の防災意識の向上を図ります。ま
た地域内外(若葉台・城山地区・周辺地域・全国各地)の多世代による防災コミュニティ×防
災ネットワークづくりをすることを目的にこの計画を実施します。そして、３年計画で城山
地区において防災活動に関する多世代の担い手作りを事業の最終目的とします。



事　　業
スケジュール

４月

５月

６月

９月

１０月
１１月
１月
３月

次年度以降の
事業計画及び

事業展望

交 付 金 の
対 象 事 業

重 点 項 目

費　目 説　明 費　目 金　額

市交付金 報償費 120,000

雑入 会費・寄付 消耗品費 80,000

食料費 30,000

印刷製本費 16,000

旅費 50,000

委託料 4,000

備品借上料 100,000

合　計 合　計 400,000400,000

チラシデザイン委託料

仮設トイレ　80,000円
防災ワークショップ備
品　20,000円

100,000

防災ワークショップ消
耗品（展示非常食、保
存水、非常時トイレ製
作、文房具、掲示板製
作など）

ボランティアスタッフ
弁当代

チラシ印刷代

講師　10,000円
学生ボランティア
　　　2,000円

収　入　の　部 支　出　の　部

金　額 説　明

300,000 講師謝礼

関係団体や施設調整・会場予約・ボランティア手配・コンテンツ決定・チラシの
制作・行政手続き等
チラシ配布、実施体制、レイアウト決定、運営マニュアル作成等
①春の防災イベント「あそぼうさい」
ふりかえりフィードバック、次回にむけての会議
関係団体や施設調整・会場予約・コンテンツ決定　等
チラシの制作・行政手続きチラシ配布、実施体制、レイアウト決定、運営マニュ
アル作成　等
②秋の防災講座・ワークショップ「のむ・くう・だす」
ふりかえりフィードバック、関係団体との調整等
全国防災ネットへの参加検討
ふりかえりフィードバック、次年度にむけての検討会議、
予算策定、年度報告書作成

【２年目】若葉台を含む城山地域の防災・減災プロジェクト②
・資源ＭＡＰ巡り。まち歩きやまちの拠点をまわる防災まち縁足（縁も育まれる）
・１泊2日の防災宿泊体験キャンプの実施（レベル別の避難所シュミレーション）
　第一回目1回目は体育館、自治会館など屋内での臨時宿泊を想定
・住民（主に子育て世代）の防災×あそび場の担い手育成→防災イベントの企画運営
【３年目】若葉台を含む城山地域の防災・減災プロジェクト③
・城山地区を中心にした多様な分野の防災ネットワークの構築
他団体・個人への様々なノウハウを共有し、城山地域全体の防災力向上をめざす

・若葉台自治会、若葉台自主防災隊、若葉台防災ボランティア隊がこの活動をサポート。

地域の防災･防犯に関する事業（要綱第２条第１項別表第１－１該当）

地域における公共的な活動の担い手育成 （要綱第２条第２項第２号該当）
















